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中
間
施
設
に
つ
い
て

【
昭
和
6
0
年
度
日
本
医
師
会
医
療
シ
ス
テ
ム
研
究
委
員
会
報
告
】

昭
和
6
0
年
7
月
2
5
日
日
本
医
師
会
医
療
シ
ス
テ
ム
研
究
委
員
会

は
じ
め
に

二
十
一
世
紀
に
目
を
向
け
て
わ
が
国
の
人
口
を
み

る
と
、
き
わ
め
て
重
大
な
変
化
が
予
想
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
平
均
寿
命
の
伸
長
お
よ
び
出
生
率
の
低
下

に
よ
っ
て
人
口
高
齢
化
は
さ
ら
に
進
み
、
就
業
構
造

の
変
化
と
共
に
「
老
後
保
障
」
は
当
面
す
る
最
大
の

社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

戦
後
の
家
族
制
度
の
崩
壊
、
核
家
族
化
へ
の
進
行

と
、
最
近
の
風
潮
で
あ
る
「
家
の
見
直
し
」
の
考
え

方
が
共
存
し
た
状
態
は
老
人
問
題
を
一
層
複
雑
に
し

て
い
る
。
社
会
構
造
の
変
革
の
中
で
直
接
そ
の
矛
盾

や
し
わ
よ
せ
を
受
け
る
の
は
老
人
自
体
で
あ
る
が
、

高
齢
化
の
急
速
な
進
展
に
よ
っ
て
、
単
に
老
人
問
題

だ
け
で
な
く
現
代
社
会
の
根
幹
を
な
す
「
社
会
保
障
」

の
あ
り
方
に
深
い
係
わ
り
合
い
を
も
っ
て
い
る
の
は

当
然
で
あ
る
。
多
度
多
死
か
ら
、
多
度
少
死
、
そ
し

て
少
産
少
死
型
へ
の
日
本
型
人
口
革
命
の
パ
タ
ー
ン

の
中
で
、
高
齢
化
は
七
十
歳
以
上
そ
し
て
八
十
歳
以

上
へ
の
超
高
齢
化
社
会
へ
進
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

生
産
年
齢
人
口
の
相
対
的
低
下
に
よ
っ
て
老
人
を
支

え
る
若
年
者
の
負
担
が
増
加
す
る
と
い
う
単
な
る
経

済
面
か
ら
の
発
想
で
老
人
問
題
を
考
え
て
は
な
ら
な

い
。老

化
、
傷
病
と
障
害
の
多
発
、
現
実
社
会
か
ら
の

疎
外
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
老
後
問
題
は
単
な
る

福
祉
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
医
学
医
療
と
の
関
連

に
よ
っ
て
大
き
い
視
点
か
ら
対
処
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

老
人
に
と
っ
て
は
医
療
と
福
祉
の
分
断
は
不
可
能
で

あ
る
。

一
　
わ
が
国
の
社
会
構
造
、
医
療
制
度
と

福
祉
に
つ
い
て

〇
戦
後
、
憲
法
二
十
五
条
に
よ
っ
て
社
会
保
障
の
国

家
責
任
が
明
確
化
さ
れ
戦
後
経
済
の
め
ざ
ま
し
い
成

長
と
国
民
の
権
利
意
識
の
増
大
の
中
で
、
保
険
と
福

祉
、
公
的
扶
助
な
ど
の
各
種
制
度
も
複
雑
多
様
化
し

て
き
た
（
表
1
）
。

〇
国
民
皆
保
険
や
福
祉
政
策
の
充
実
に
よ
っ
て
世
界

に
類
例
を
み
な
い
程
の
社
会
保
障
が
昭
和
四
十
八
年

の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を
契
機
と
し
て
、
低
成
長
、
ス

タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
に
よ
っ
て
新
た
な
生
活

不
安
が
生
み
出
さ
れ
、
特
に
低
所
得
者
層
や
老
人
に

と
っ
て
は
極
め
て
深
刻
な
影
響
を
与
え
た
。
「
福
祉
と
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表1　社　合　保　障

社　会　保　障 内　　　　　　　　　　　　　　　容

①公的扶助

生
活
保
護

②社会福祉 身体障害者福祉、精神薄弱者福祉

老人福祉、老人医療

児童福祉、心身障害児等対策、児童扶養手当、児童手当

母子衛生、母子及び寡婦福祉、学校給食等

国立更生援護機関

災害救助

その他の社会福祉

③社会保険 政府管掌健康保険

組合管掌健康保険

日雇労働者健康保険

国民健康保険

船員保険

共済組合（国家公務員、　地方公務員等、公共企業体職員等

私立学校教職員、農林漁業団体職員）

厚生年金保険、厚生年金基金

国民年金

農業者年金基金

雇用保険

労働者災害補償保険、公務災害補償

退職者医療制度

④公衆衛生・医療 結核対保、精神衛生事業、らい予防対策、伝染病予防

保健所、上下水道施設整備、一般廃棄物処理

公害対策

国公立医療機関整備、運営

その他の公衆衛生及び医療

医療

医療以外の保健事業

⑤老人保健

⑧恩給

⑦戦争犠牲者援護

文官恩給、地方公務員恩給、旧軍人遺族恩給、その他

戦没者遺族年金等、戦傷病者医療等、原爆医療等

その他戦争犠牲者援護
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●
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
P
A
R
T
Ⅰ
・
日
本
医
師
会

て
聖
域
に
非
ず
」
と
い
う
考
え
方
は
人
間
の
英
知
に

よ
り
創
造
さ
れ
た
偉
大
な
る
所
産
、
宝
で
あ
っ
た
筈

の
「
高
齢
化
社
会
」
に
大
き
い
か
げ
り
を
投
げ
か
け

て
き
て
い
る
。

〇
社
会
構
造
の
変
革
や
疾
病
構
造
の
変
化
、
医
学
医

療
の
技
術
革
新
、
さ
ら
に
高
度
情
報
化
社
会
、
ニ
ュ
ー

メ
デ
ィ
ア
の
到
来
な
ど
、
目
ま
ぐ
る
し
い
社
会
変
様

の
中
で
夫
々
の
制
度
は
多
く
の
矛
盾
と
不
合
理
を
包

蔵
し
た
ま
ま
で
対
応
し
き
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

出
人
口
構
造
及
び
世
帯
構
成
に
つ
い
て

死
亡
率
低
下
は
平
均
寿
命
の
伸
び
と
な
っ
て
現
れ

る
が
昭
和
二
十
二
年
に
は
男
五
十
歳
、
女
五
十
四
歳

で
あ
っ
た
も
の
が
年
々
一
～
二
歳
ず
つ
伸
び
て
昭

和
一
二
十
五
年
に
は
男
六
十
五
歳
、
女
七
十
歳
に
達
し

た
。
そ
の
後
も
引
き
続
き
寿
命
が
伸
び
、
昭
和
五
十

九
年
の
生
命
実
に
よ
る
と
男
七
四
・
五
四
歳
、
女
八

〇
．
一
八
歳
と
遂
に
世
界
の
最
長
寿
国
と
な
っ
た
。

老
年
人
口
比
率
（
六
十
五
歳
以
上
人
口
／
総
人
口
）

は
、
昭
和
四
十
五
年
に
七
％
を
こ
え
、
昭
和
五
十
八

年
に
は
九
．
八
％
に
な
り
老
年
人
口
の
比
率
は
今
世

紀
未
に
は
欧
米
並
の
一
五
％
前
後
に
達
す
る
も
の
と

推
計
さ
れ
て
い
る
。
二
十
一
世
紀
に
入
る
と
二
〇
％

を
こ
え
本
格
的
な
高
齢
化
、
超
高
齢
化
社
会
の
様
相

を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。

老
人
一
人
を
何
人
の
生
産
年
齢
人
口
（
十
五
歳
か

ら
六
十
四
歳
）
　
で
支
え
る
か
を
み
る
と
、
昭
和
五
十

五
年
に
は
七
．
四
人
、
昭
和
七
十
五
年
に
は
四
・
三

人
、
昭
和
百
年
に
は
二
・
九
人
に
減
少
す
る
。

家
族
の
変
化
と
高
齢
者
の
生
活
を
み
る
と
、
一
世

帯
当
り
の
平
均
世
帯
人
員
は
戦
前
か
ら
昭
和
三
十
年

ま
で
は
約
五
人
で
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

出
生
率
の
低
下
、
核
家
族
化
、
長
子
相
続
性
廃
止
、

扶
養
意
識
の
低
下
な
ど
に
よ
っ
て
単
独
世
帯
が
増
加

し
、
昭
和
五
十
五
年
以
降
は
三
・
三
人
に
低
下
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
家
族
構
成
の
変
化
に
よ
っ
て
、

子
供
夫
婦
な
ど
親
族
と
同
居
す
る
高
齢
者
（
六
十
五

歳
以
上
）
　
の
割
合
も
、
昭
和
三
十
五
年
の
八
七
％
が

昭
和
五
十
五
年
は
七
〇
％
を
下
廻
っ
た
。
同
居
率
の

低
下
は
都
市
農
村
に
共
通
し
て
お
り
、
今
後
独
り
暮

ら
し
や
老
夫
婦
だ
け
で
住
む
高
齢
者
は
さ
ら
に
増
え

る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
な
お
高
齢
化
の
速
度
は
六

十
五
歳
以
上
の
老
人
人
口
の
比
率
が
七
％
か
ら
一
四

％
に
倍
増
す
る
た
め
に
要
し
た
時
間
が
、
フ
ラ
ン
ス

の
一
一
五
年
、
ス
エ
ー
デ
ン
の
八
五
年
、
英
国
や
西

ド
イ
ツ
が
四
五
年
で
あ
る
の
に
日
本
は
二
五
年
前
後

と
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
西
欧
諸
国
と
共
に
老
年

人
口
の
割
合
は
四
〇
年
後
に
は
二
〇
％
を
こ
え
る
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

回
疾
病
構
造
の
変
化
に
つ
い
て

戦
前
よ
り
上
位
を
占
め
て
い
た
肺
炎
、
結
核
、
気

管
支
炎
、
胃
腸
炎
な
ど
の
感
染
症
が
次
第
に
減
少
し
、

替
っ
て
、
成
人
病
の
増
加
が
著
し
く
な
っ
て
き
た
。

昭
和
二
十
六
年
よ
り
ト
ッ
プ
を
占
め
て
い
た
脳
血
管

障
害
が
、
昭
和
五
十
六
年
に
は
悪
性
新
生
物
と
入
れ

替
っ
て
、
死
亡
原
因
は
い
わ
ゆ
る
三
大
成
人
病
と
さ

れ
る
が
ん
・
脳
血
管
障
害
．
心
疾
患
の
順
位
と
な
っ
た
。

疾
病
構
造
も
徐
々
に
変
化
し
っ
つ
あ
り
、
成
人
病

対
策
の
．
必
要
性
が
叫
ば
れ
て
い
る
が
今
後
老
年
人
口

の
増
加
と
と
も
に
、
成
人
病
が
増
加
す
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
り
、
老
人
対
策
を
考
え
る
前
に
成
人
病
に

対
す
る
と
り
く
み
は
最
重
要
課
題
と
な
っ
て
く
る
。

間
医
療
費
構
造
に
つ
い
て

医
療
費
の
高
騰
は
世
界
的
な
傾
向
で
あ
り
、
各
国

共
に
国
家
財
政
の
基
盤
を
揺
が
す
も
の
と
し
て
種
々

の
医
療
費
の
抑
制
策
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
一
般

経
済
理
論
の
概
念
か
ら
は
医
療
費
の
c
o
s
t
－
B
e
n
e
f
i
t

論
議
は
極
め
て
難
解
で
あ
る
。
わ
が
国
の
医
療
費
増

高
の
原
因
は
科
学
技
術
の
進
歩
に
伴
い
①
医
療
そ
の

も
の
が
巨
大
な
技
術
集
積
化
を
と
げ
、
パ
ラ
メ
デ
イ

－
　
カ
ル
轍
種
の
充
実
に
よ
っ
て
今
や
労
動
集
約
型
藍
菜

市
ウ
シ
一
意
放
か
こ
放
言
し
く
氏
下
±
ニ
オ
ー
こ
。

求
人
リ
ッ
。
膏
ご
叫
、
に
臨
l
叫
ピ
已
鼓
ド
重
た
つ
　
「
し
を
－
こ
。



カ
ル
職
種
の
充
実
は
よ
っ
て
今
や
労
働
集
約
型
産
業

の
形
態
と
な
っ
て
き
た
こ
と
②
国
民
皆
保
険
や
福
祉

諸
施
策
が
充
実
強
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
等
思

想
や
自
己
権
利
意
識
が
定
着
し
て
き
た
こ
と
③
急
速

な
高
齢
化
社
会
の
到
来
に
よ
っ
て
疾
病
構
造
が
大
き

く
変
化
し
て
き
た
、
以
上
の
三
大
要
因
に
他
な
ら
な
い
。

力
と
意
識
を
著
し
く
低
下
さ
せ
た
。

第
二
番
目
に
地
域
生
活
の
変
化
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
過
疎
、
過
密
問
題
を
抱
え
た
地
域
社
会
の

変
貌
は
、
一
方
で
社
会
資
源
の
不
足
、
住
宅
難
等
の

生
活
問
題
を
拡
大
さ
せ
、
他
方
で
は
地
域
住
民
の
相

互
援
助
機
能
の
低
下
を
も
た
ら
し
た
。

四
地
域
社
会
の
変
化

社
会
福
祉
の
分
野
で
老
人
問
題
が
独
立
し
た
形
で

扱
わ
れ
た
の
は
、
昭
和
三
十
八
年
の
老
人
福
祉
法
の

施
行
後
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
老
人
福
祉
は
救
貧
対

策
の
一
つ
と
し
て
生
活
保
護
法
に
よ
る
も
の
か
、
老

人
特
有
の
身
体
障
害
に
つ
い
て
は
身
体
障
害
者
行
政

一
般
の
中
で
と
り
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

昭
和
三
十
九
年
四
月
、
厚
生
省
内
に
老
人
福
祉
課

の
発
足
を
み
た
。
当
時
、
経
済
の
高
度
成
長
は
わ
が

国
の
産
業
構
造
や
社
会
構
造
に
大
き
い
変
革
を
も
た

ら
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
国
民
の
生
活
様
式
や
生
活
意

識
に
影
響
を
与
え
、
社
会
福
祉
の
分
野
に
も
質
的
、

量
的
変
化
を
も
た
ら
し
た
。

生
活
構
造
の
変
化
の
内
、
家
族
生
活
に
関
す
る
も

の
と
し
て
核
家
族
の
進
行
、
家
族
構
成
員
の
相
互
依

存
性
の
低
下
、
家
族
機
能
の
縮
小
、
共
働
き
の
増
加

な
ど
が
家
族
の
生
活
様
式
を
変
え
、
家
族
の
扶
養
能

五
ニ
ー
ズ
の
多
機
化

日
本
的
家
族
制
度
が
脆
弱
化
し
、
長
子
相
続
性
が

失
わ
れ
て
個
人
の
権
利
意
識
が
際
限
な
く
高
ま
る
中

で
、
子
供
、
障
害
者
、
老
人
な
ど
の
個
別
的
ニ
ー
ズ

は
今
や
家
族
や
地
域
社
会
だ
け
で
は
そ
の
充
足
は
困

難
と
な
っ
て
お
り
、
貧
困
に
対
す
る
経
済
的
サ
ー
ビ

ス
の
み
な
ら
ず
、
日
常
生
活
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き

な
い
介
護
あ
る
い
は
養
護
な
ど
の
対
人
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
ニ
ー
ズ
と
し
て
ま
す
ま
す
強
い
要
求
が
な
さ
れ

て
い
る
。

社
会
構
造
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
、
社
会
福
祉
に

対
す
る
国
民
の
意
識
も
高
ま
っ
て
き
た
。
社
会
生
活

上
の
基
本
的
ニ
ー
ズ
（
経
済
安
定
・
職
業
の
機
会
・

身
体
的
精
神
的
健
康
・
社
会
的
連
帯
の
土
壌
作
り
・

家
族
関
係
の
安
定
・
教
育
の
機
会
・
文
化
娯
楽
へ
の

参
加
）
は
個
人
あ
る
い
は
家
族
な
ど
に
全
面
的
に
期

待
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
社
会
的
に
こ
れ
を

求
め
る
傾
向
、
権
利
意
識
が
強
ま
っ
て
き
た
。

二
　
中
間
施
設
論
議
の
問
題
点
と
経
緯

本
格
的
な
高
齢
化
社
会
の
到
来
と
共
に
、
成
人
病

や
慢
性
疾
患
の
増
加
等
疾
病
構
造
も
大
き
く
変
化
し

つ
つ
あ
り
、
ま
す
ま
す
多
様
化
す
る
保
健
、
医
療
、

福
祉
の
ニ
ー
ズ
の
対
応
す
る
総
合
的
な
施
策
体
系
の

検
討
は
当
面
す
る
緊
急
課
題
で
あ
る
。
昭
和
五
十
八

年
二
月
施
行
の
老
人
保
健
法
の
一
つ
の
考
え
方
は
、

老
人
の
長
期
入
院
患
者
を
で
き
る
だ
け
在
宅
療
養
に

切
り
換
え
て
ゆ
こ
う
と
い
う
ね
ら
い
が
あ
っ
た
。

退
院
し
て
在
宅
療
養
を
し
た
く
て
も
、
帰
る
べ
き

場
所
が
な
い
。
家
族
の
老
人
扶
養
意
識
の
低
下
や
、

核
家
族
化
や
夫
婦
共
か
せ
ぎ
等
に
よ
っ
て
老
人
を
引

取
る
こ
と
が
不
可
能
な
ケ
ー
ス
が
増
加
し
っ
つ
あ
る

と
考
え
る
。

本
来
病
院
へ
の
入
院
は
、
キ
ュ
ア
が
必
要
な
場
合

で
あ
る
が
、
退
院
可
能
で
あ
る
の
に
帰
宅
で
き
な
い

老
人
は
生
活
の
場
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う

な
老
人
は
老
人
ホ
ー
ム
に
収
容
す
る
し
か
な
い
が
、

老
人
ホ
ー
ム
自
体
が
地
域
的
に
不
足
し
て
い
る
。
老
人

自
体
も
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
は
希
望
し
な
い
し
、
家

族
に
し
て
も
世
間
体
を
気
に
し
て
継
続
入
院
を
望
む

こ
と
に
な
る
。
何
等
か
の
理
由
で
病
院
と
老
人
ホ
ー
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裏2　予想される厚生省の中間施設構憩

（中間施設懸言炎合資料より：昭和60年4月）

項　　　　　 目 内　　　　　　　　　　　　　　　 容

1 ．設 立 主 体

2 ・入 所 形 態

都道脾県 、市区町村 、社会福祉法 人、医療法 入、

第三セ クター方式

利用者 と施設長の私的契約措 置制度 は行 わない

3 ．入 所 基 準

4 ・常 用 負 社

5 ・サ ー ビ ス 内 容

6 ・医療 、介護 スタ

ッフの配置
（100庫 当 りの

稗標的医療 を必要 とせ ず、常 時介護 を必要 とす る もの （レセ

ブ ト点数 による制 限）

生 活費 （給 食費、室料 ）…… …………… 自己 負担

医療 、介護 費用…… ………医療費 、一部 自己負担

一 人い くらの総額請 負制 度

月25万一30万円程 度 と予想 されるが 、施設間 であ る程度 の

自由度 を認め る・

24時間常 時介護 、給 食、健康管理

生活指 導 、 リハ ビ リテ－ シ ョン

医　 師 ナー ス 寮　 母

A （特 養　 賢妻） ロ 3 22

概数 ）
B （中　 間　 型 ） 2 10 18

C （特 例病 院 ） 3 l7 13

裏3　病院・中間施設・在宅ケア間係連携表

病　　 院 中間施設 在宅ケア

医師との関連度 高　 い 中程度 低　 い

急激な病変の可能性 多　 い 少　 い 少　 い

医師以外の看護サービス 必　 要 不　 要 必　 要

専門看護の必要性 ー」L・向　 い 低　 い 低　 い

専門看護以外による看護 ．介護の必要性は 喚　 い ．⊥．向　 い ー」Lー・ー笥　 い
家庭環境は 不　 適 適　 切

患者の精神状態は 問題有 問題無

家族ほ家庭看護を 不　 要 必　 要

患者移送の問題点 問題有 問題有 問題無

●
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
P
A
R
T
I
．
日
本
医
師
会



ム
の
両
方
か
ら
締
め
出
さ
れ
た
老
人
は
ど
う
す
る
の

か
。
高
齢
化
に
よ
っ
て
こ
の
傾
向
は
ま
す
ま
す
強
く

な
る
で
あ
ろ
う
し
、
寝
た
き
り
や
痴
呆
の
発
生
の
防

止
も
考
慮
し
な
が
ら
外
国
な
ど
の
「
ナ
ー
シ
ン
グ

ホ
ー
ム
」
的
な
発
想
に
よ
っ
て
起
っ
て
き
た
の
が
中

間
施
設
整
備
論
議
の
中
心
点
で
あ
ろ
う
（
表
3
）
。

社
制
審
の
建
議
の
中
に
、
医
療
機
関
で
あ
る
病
院

と
福
祉
施
設
で
あ
る
特
養
老
の
間
に
入
所
中
の
老
人

の
心
身
状
態
に
は
殆
ど
差
異
が
み
ら
れ
な
い
の
で
、

両
者
を
統
合
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
を
も
ち
よ
っ
て

「
新
し
い
型
の
介
護
施
設
」
を
制
度
化
す
る
必
要
が

あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
実
態
の
不
合
理
の
原
因
は
特
養
老
ホ
ー
ム
の

ベ
ッ
ド
が
需
要
に
比
し
、
あ
ま
り
に
少
い
と
い
う
こ

と
、
待
機
中
の
「
寝
た
き
り
」
が
や
む
な
く
病
院
に

収
容
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
老
人
病
院
が
一
部
特

発
代
替
施
設
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
老
人
保
健
法
が
成
立
し
て
、
六
〇
％
以
上

の
老
人
を
収
容
す
る
病
院
を
い
わ
ゆ
る
老
人
病
院
と

位
置
づ
け
、
一
定
の
診
療
制
限
を
加
え
た
「
ま
る
め
」

を
し
、
病
院
の
施
設
化
を
合
法
的
に
固
定
化
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

場
あ
た
り
に
的
に
「
中
間
施
設
論
議
」
を
提
唱
す

る
こ
と
や
施
設
さ
え
作
れ
ば
す
べ
て
の
問
題
が
解
決

で
き
る
と
い
う
考
え
方
が
好
ま
し
く
な
い
。

「
中
間
」
と
い
う
用
語
は
か
な
り
漠
然
と
し
て
い

る
が
、
家
庭
と
医
療
や
福
祉
施
設
の
中
間
に
位
置
す

る
施
設
の
総
称
と
い
う
考
え
方
の
他
に
、
傷
病
発
症

か
ら
治
療
ま
で
の
中
間
、
傷
病
に
よ
り
一
時
的
に
失

っ
た
日
常
生
活
の
行
動
能
力
の
回
復
過
程
に
お
け
る

中
間
、
全
面
的
ケ
ア
か
ら
自
立
生
活
に
い
た
る
ま
で

の
中
間
、
医
療
シ
ス
テ
ム
と
福
祉
シ
ス
テ
ム
と
の
中

間
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。

一
社
会
保
障
制
度
審
議
会
に
よ
る
提
言
（
S
6
0
.
1
.
2
4
）

①
重
介
護
を
必
要
と
す
る
老
人
が
増
加
す
る
一
方
、

家
庭
の
介
護
機
能
は
減
退
す
る
の
で
、
こ
の
対
策
を

緊
急
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。

②
介
護
施
設
を
計
画
的
に
整
備
し
、
待
機
者
の
な

い
よ
う
に
す
る
。

③
老
人
病
院
と
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
制
度
的

に
一
本
化
し
、
両
者
の
手
続
、
費
用
負
担
な
ど
の
相

違
を
解
消
す
る
と
と
も
に
介
護
費
用
部
分
は
社
会
保

険
の
費
用
で
、
生
活
費
部
分
は
患
者
ま
た
は
扶
養
義

務
者
の
負
担
で
ま
か
な
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

A
要
介
護
老
人
の
発
生
数
の
抑
制

・
壮
年
期
か
ら
の
健
康
管
理
、
疾
病
予
防

・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
対
策
の
充
実

B
対
策
の
あ
り
方

・
多
様
の
ニ
ー
ド
を
も
つ
老
人
の
あ
る
べ
き
処
遇

・
老
人
の
自
立
、
自
主
性
を
尊
重
し
、
老
人
の
立
場

に
立
っ
た
ケ
ア
、
サ
ー
ビ
ス
の
必
要
性

・
在
宅
処
遇
が
基
本

訪
問
指
導
、
訪
問
看
護
、
食
事
、
入
浴
、
及
び

デ
イ
ケ
ア
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
通
所
、
短
期

入
所
施
設
の
充
実
強
化
を
図
る
。

・
在
宅
処
遇
が
困
難
な
者
に
対
す
る
施
設
対
策
を
検

討
。
医
療
と
福
祉
の
両
機
能
の
総
合
化
に
配
慮
。

．
対
策
は
市
町
村
が
中
心
と
な
り
、
関
係
機
関
、
施

設
が
一
体
と
な
っ
て
推
進
す
べ
き
で
あ
る
（
表
2
）
。

二
中
間
施
設
懇
談
会
（
厚
生
省
‥
S
6
0
.
7
）

要
介
護
老
人
対
策
の
基
本
的
考
え
方

三
そ
の
他
「
中
間
施
設
」
に
つ
い
て
の
意
見
書

中
間
施
設
を
考
え
る
会
（
S
．
6
0
．
2
．
2
7
）

①
高
齢
者
自
身
の
立
場
に
立
っ
て
、
人
間
の
尊
厳

を
終
末
ま
で
維
持
し
、
自
立
へ
の
希
望
と
可
能
性
を

保
ち
支
え
る
生
活
の
場
と
し
て
の
施
設
。

②
医
療
と
福
祉
の
協
力
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
。

③
現
状
の
高
齢
者
向
け
の
施
設
は
「
病
院
か
ホ
ー

ム
か
」
「
在
宅
か
施
設
か
」
と
常
に
二
者
択
一
的
で
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222

あ
っ
た
。
高
齢
者
の
健
康
や
心
理
状
態
は
二
者
択
一

的
に
割
り
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
専
門
性
の
追
及

と
、
総
合
性
、
連
続
性
を
目
標
に
す
る
こ
と
。

④
す
べ
て
の
老
人
施
設
は
適
当
な
地
域
配
分
を
再

考
す
べ
き
で
あ
る
。

⑤
施
設
設
置
に
つ
い
て
は
、
専
門
家
や
地
域
住
民

の
意
見
を
尊
重
し
健
全
な
運
営
を
行
う
。

四
中
間
施
設
整
備
に
関
し
て
の
見
解

①
医
療
機
関
の
病
床
の
中
か
ら
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
的

中
間
施
設
を
考
え
る
。

わ
が
国
の
病
床
数
は
病
院
一
四
四
万
床
、
有
床
診

療
所
二
九
万
床
あ
り
総
数
は
約
一
七
三
万
床
で
あ
る
。

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
一
四
二
七
施
設
、
定
員

一
〇
万
七
〇
〇
〇
人
（
S
5
8
年
3
月
現
在
）
と
見
積

ら
れ
て
い
る
。
半
年
以
上
の
寝
た
き
り
老
人
は
地
域

に
二
五
万
人
も
い
る
と
推
計
さ
れ
て
い
る
が
施
設
収

容
に
は
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
る
。

法
規
上
老
人
病
院
と
は
、
特
例
許
可
と
特
例
許
可

外
の
総
称
で
あ
り
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
未
現
在
で

特
例
許
可
は
五
四
〇
病
院
、
同
許
可
外
は
九
五
病
院

で
計
六
三
五
病
院
で
あ
っ
た
。

現
行
の
老
人
病
院
で
は
生
活
援
助
機
能
が
少
く
、

介
護
職
員
を
配
置
し
て
も
病
院
全
体
の
中
で
の
連
携

機
能
は
充
分
発
揮
で
き
な
い
。
本
来
病
院
と
は
科
学

的
で
、
適
正
な
診
療
を
う
け
る
場
所
と
規
定
し
て
あ

る
以
上
「
医
療
法
」
の
再
検
討
が
必
要
と
な
る
。
厚

生
省
が
考
え
て
い
る
の
は
医
療
法
改
正
案
の
中
で
病

床
増
加
に
対
す
る
歯
止
め
を
し
、
病
診
連
携
に
よ
る

機
能
分
化
を
表
明
し
な
が
ら
現
在
の
病
床
数
を
す
く

な
く
と
も
二
〇
～
四
〇
万
床
の
削
減
を
図
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

②
特
養
老
ホ
ー
ム
の
医
療
面
の
サ
ー
ビ
ス
を
強
化

し
、
中
間
施
設
と
し
て
の
特
徴
を
明
確
化
す
る
。

中
間
施
設
を
結
核
、
精
神
、
特
例
許
可
病
院
な
ど

の
よ
う
に
病
院
の
範
疇
で
と
ら
え
て
そ
の
費
用
を
医

療
費
と
し
て
支
払
っ
た
方
が
よ
い
と
い
う
国
の
考
え
．

方
も
あ
る
し
、
今
の
病
院
組
織
を
分
解
し
て
新
し
い

も
の
を
作
る
と
い
う
発
想
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
病
院

ベ
ッ
ド
を
老
人
の
福
祉
施
設
と
し
て
解
放
し
、
福
祉

施
設
的
に
運
営
し
、
そ
の
費
用
を
医
療
費
で
も
つ
と

い
う
計
画
よ
り
は
効
率
的
で
あ
ろ
う
。
「
過
剰
ベ
ッ

ド
の
中
間
施
設
へ
の
転
用
」
が
廃
物
利
用
と
い
う
考

え
方
で
と
ら
え
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
。
ま
た
同

一
施
設
内
の
一
部
を
転
用
す
る
に
し
て
も
、
特
養
老

の
設
置
基
準
に
合
う
集
会
場
、
食
堂
、
デ
イ
ル
ー
ム

な
ど
の
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
は
困
難
で
あ
り
、
改
修
も

不
可
能
で
あ
る
。

単
な
る
経
費
節
減
を
目
的
と
す
る
も
の
が
病
院
の

機
能
分
化
論
と
い
う
形
に
す
り
替
え
ら
れ
て
論
議
さ

れ
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
。

病
院
を
医
療
の
大
枠
で
押
さ
え
な
が
ら
、
特
例
許

可
病
院
の
よ
う
に
一
般
病
院
の
外
枠
に
お
く
こ
と
に

よ
っ
て
医
療
費
を
抑
制
し
よ
う
と
い
う
中
間
施
設
の

イ
メ
ー
ジ
は
、
限
り
な
く
福
祉
に
近
い
老
人
病
院
を

新
し
く
設
け
る
こ
と
を
に
お
わ
せ
る
。

③
新
し
い
形
で
の
中
間
施
設
を
検
討
す
る
。

厚
生
省
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
中
間
施
設
、
す
な
わ
ち

限
り
な
く
福
祉
に
近
い
老
人
病
院
か
、
限
り
な
く
医

療
に
近
い
老
人
ホ
ー
ム
の
い
ず
れ
か
に
し
て
も
、
現

在
の
特
養
老
施
設
よ
り
も
コ
ス
ト
ア
ッ
プ
す
る
で
あ

ろ
う
が
、
そ
の
分
は
自
己
負
担
を
ア
ッ
プ
さ
せ
た
ら

良
い
と
い
う
の
で
は
問
題
解
決
の
糸
口
に
は
な
ら
な
い
。

過
日
、
介
護
老
人
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
有
料
化
と

老
人
医
療
費
の
公
的
負
担
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
本

格
的
検
討
を
す
る
た
め
に
「
医
療
分
野
に
お
け
る
民

間
活
力
導
入
に
関
す
る
研
究
会
」
が
設
置
さ
れ
た
。

厚
生
省
が
社
会
保
険
福
祉
協
会
な
ど
の
外
郭
団
体
に

委
託
、
事
務
局
は
省
内
に
設
置
し
、
諮
問
機
関
と
し

て
運
営
す
る
と
い
う
。
社
会
保
障
各
分
野
の
学
識
者

や
生
命
保
険
関
係
者
の
三
〇
名
程
度
の
構
成
で
あ
る

が
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
私
的
保
険
を
導
入
し
拡
大
化
を



図
る
こ
と
や
介
護
対
策
に
民
間
活
力
を
導
入
す
る
こ

と
な
ど
が
中
心
テ
ー
マ
に
な
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

公
平
と
効
率
の
観
点
か
ら
有
料
化
へ
の
傾
向
は
必

至
で
あ
る
が
、
一
方
現
在
の
社
会
状
勢
の
中
で
は
福

祉
の
後
退
と
し
て
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
す
る

論
議
も
強
く
な
っ
て
い
る
。
民
間
企
業
の
シ
ル
バ
ー

市
場
へ
の
参
加
に
射
し
、
行
政
が
排
除
や
規
制
を
行

っ
た
り
、
そ
れ
と
競
合
す
る
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
社
制
審
の
提
言
が
あ
っ
た

が
、
第
三
セ
ク
タ
ー
方
式
に
委
託
す
る
考
え
方
が
台

頭
し
っ
つ
あ
る
こ
と
に
不
安
を
感
じ
る
。
生
命
保
険
、

私
的
保
険
の
積
極
的
活
用
に
よ
っ
て
公
的
制
度
と
の

適
切
な
組
合
せ
を
進
め
、
公
費
負
担
の
軽
減
抑
制
を

は
か
る
こ
と
は
、
近
い
将
来
医
療
の
中
に
必
ず
導
入

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

三
　
老
人
施
策
体
系
が
直
面
し
て
い
る

問
題
点

①
生
活
援
助
中
心
の
傷
病
老
人
、
老
弱
、
障
害
老

人
増
加

②
財
政
硬
直
下
に
お
け
る
費
用
の
増
大

③
入
院
は
必
要
と
し
な
い
が
在
宅
療
養
が
困
難
な

老
人
の
増
加
と
入
所
待
機
者
の
増
加

④
老
人
保
健
法
自
体
が
制
度
的
に
未
整
備
未
成
熟

で
あ
る

⑤
地
域
に
お
け
る
デ
イ
ケ
ア
施
策
の
量
的
不
足

⑥
保
健
　
ー
　
医
療
　
ー
　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
有
機
的

連
携
シ
ス
テ
ム
が
未
成
熟
で
あ
る

⑦
家
庭
に
お
け
る
介
護
力
の
不
足
、
低
下

①
、
②
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
が
、
③
に
つ
い
て

は
病
院
あ
る
い
は
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
で
き
な
い
待

機
者
が
増
大
し
て
い
る
し
、
寝
た
き
り
老
人
も
二
五

万
人
に
も
達
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
キ
ュ
ア
は
必

要
で
な
い
が
ケ
ア
を
要
す
る
患
者
に
対
す
る
生
活
援

助
サ
ー
ビ
ス
は
不
充
分
で
あ
る
が
、
寝
た
き
り
を
強

い
ら
れ
て
い
る
在
宅
患
者
の
増
加
が
問
題
で
あ
る
。

④
、
⑤
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
入
院
か
ら
家
庭
に

お
け
る
ケ
ア
の
志
向
に
対
す
る
受
け
皿
や
制
度
的
機

能
が
未
成
熟
で
あ
り
、
地
域
で
の
ト
ー
タ
ル
サ
ー
ビ

ス
の
量
、
質
と
も
に
著
し
く
低
下
し
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
た
い
。

⑥
に
つ
い
て
は
、
各
分
野
で
必
要
性
が
強
調
さ
れ

な
が
ら
、
理
想
論
と
財
政
論
と
の
は
ざ
ま
の
中
で
実

際
の
活
動
実
践
が
甚
だ
立
ち
遅
れ
て
い
る
。

⑦
に
つ
い
て
は
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
世
帯
規
模

の
減
少
、
老
人
単
身
あ
る
い
は
老
人
夫
婦
の
み
の
世

帯
の
増
加
、
さ
ら
に
家
庭
内
に
お
け
る
老
人
介
護
に

対
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
低
下
と
住
宅
問
題
な
ど

が
問
題
で
あ
る
。

老
人
は
、
施
設
か
在
宅
か
と
い
う
単
純
な
割
り
切

り
方
で
な
く
両
者
の
併
用
こ
そ
が
大
切
で
あ
る
。
経

費
節
約
の
面
か
ら
在
宅
ケ
ア
を
の
ぞ
む
の
で
な
く
老

人
の
生
き
が
い
と
い
う
こ
と
を
一
義
的
に
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。
老
人
本
人
と
家
族
の
両
方
の
立
場
を
尊

重
す
る
よ
う
な
体
制
と
施
設
整
備
が
大
切
で
あ
り
、

な
に
よ
り
も
問
題
解
決
の
た
め
の
実
質
的
議
論
と
コ

ン
セ
ン
サ
ス
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
べ
き
で
あ
る
。

結
語
　
中
間
施
設
に
つ
い
て
の
提
言

一
中
間
施
設
の
位
置
づ
け

い
わ
ゆ
る
中
間
施
設
は
地
域
包
括
医
療
シ
ス
テ
ム

の
中
で
考
え
る
べ
き
で
、
そ
の
た
め
に
は
地
域
医
療

を
支
え
、
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
を
担
当
す
る
医
療
担

当
者
が
そ
の
対
策
の
要
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。

保
健
・
医
療
・
福
祉
と
い
う
一
貫
性
の
あ
る
新
し

い
医
療
体
系
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る
「
中
間
施
設
の
機

能
と
位
置
づ
け
」
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

従
来
、
入
院
患
者
と
特
養
老
、
老
人
ホ
ー
ム
入
所

者
の
間
に
は
全
く
接
点
が
な
く
、
疾
病
治
療
を

目
的
と
す
る
医
療
と
生
活
援
助
を
目
的
と
す
る
福
祉

は
そ
れ
ぞ
れ
の
法
体
系
の
下
で
実
践
さ
れ
評
価
さ
れ

223
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て
き
た
。

今
後
の
施
策
を
考
え
る
上
で
誰
が
、
ど
の
よ
う
な

立
場
で
そ
の
対
策
の
要
に
な
る
か
は
非
常
に
重
要
で

あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
今
後
の
実
践
的
ア
プ
ロ
ー

チ
の
方
向
が
決
ま
る
。

老
人
の
心
身
特
性
、
罹
病
率
、
疾
病
の
特
徴
を
考

え
、
地
域
で
寝
た
き
り
老
人
の
在
宅
治
療
を
す
る
プ

ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
担
当
医
や
入
院
治
療
を
担
当
す
る

医
師
の
主
導
性
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

老
人
は
在
宅
ケ
ア
、
施
設
ケ
ア
を
問
わ
ず
突
発
的

心
疾
患
や
老
人
性
精
神
障
害
に
加
え
、
寝
た
き
り
に

よ
っ
て
起
る
褥
瘡
に
よ
る
二
次
感
染
な
ど
医
療
と
の

係
わ
り
合
い
が
非
常
に
多
い
の
で
、
医
療
担
当
者
の

意
見
を
充
分
ふ
ま
え
て
施
設
の
あ
り
方
、
設
置
場
所
、

規
模
な
ど
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

環
境
に
よ
る
入
所
施
設
と
し
て
こ
の
際
は
対
象
か
ら

除
外
し
て
考
え
る
。

特
養
老
・
A
型
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
介
護
中
心
で

あ
る
が
、
老
人
の
心
身
特
性
を
考
慮
し
て
医
師
の
監

督
下
に
置
き
、
随
時
往
診
な
ど
医
療
へ
の
対
応
を
図
る
。

短
期
間
要
介
護
老
人
を
受
け
入
れ
る
シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
施
設
は
特
養
老
以
上
の
施
設
に
併
設
或
は
新
設
す
る
。

い
ず
れ
の
施
設
に
あ
っ
て
も
医
療
は
総
て
オ
ー
プ

ン
シ
ス
テ
ム
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

と
考
え
た
方
が
よ
い
。

尚
、
入
所
費
用
に
つ
い
て
は
病
院
か
ら
中
間
施
設

或
は
中
間
施
設
か
ら
病
院
へ
の
移
送
、
転
送
の
ケ
ー
ス

を
考
え
る
と
一
部
負
担
を
設
け
た
方
が
よ
い
と
考
え
る
。

二
中
間
施
設
の
（
定
義
）
機
能

老
人
の
心
身
特
性
、
疾
病
と
の
係
わ
り
合
い
か
ら

考
え
て
、
家
庭
と
病
院
、
病
院
治
療
と
在
宅
治
療
と

の
中
間
的
な
役
割
を
果
す
施
設
と
考
え
ら
れ
る
が
、

中
間
施
設
は
機
能
面
や
対
象
者
を
中
心
に
し
て
定
義

づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

尚
、
一
般
的
な
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
軽
費
老
人
ホ
ー

ム
B
型
は
自
立
出
来
る
人
の
施
設
で
あ
っ
て
社
会
的

三
医
療
と
介
護
に
対
す
る
費
用
な
ら
び
に

入
所
費
用
に
つ
い
て

医
療
は
社
会
保
険
に
よ
る
出
来
高
払
制
に
よ
る
も

の
と
す
る
。
介
護
費
用
、
入
所
費
用
は
一
部
自
己
負

担
と
し
、
但
し
所
得
に
応
じ
た
配
慮
は
必
要
で
あ
る
。

医
療
は
社
会
保
険
診
療
報
酬
に
よ
る
出
来
高
払
制

で
行
い
、
老
人
に
差
別
を
も
う
け
る
べ
き
で
な
い
。

介
護
費
用
に
つ
い
て
も
、
一
般
病
院
、
老
人
病
院

と
差
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

在
宅
ケ
ア
の
要
介
護
世
帯
に
つ
い
て
は
老
人
に
対

す
る
基
礎
控
除
の
引
き
上
げ
な
ど
特
別
な
税
制
の
配

慮
が
必
要
で
あ
る
。

日
常
の
生
活
に
伴
う
費
用
は
在
宅
ケ
ア
と
比
較
し

て
格
差
を
つ
け
て
は
い
け
な
い
。
従
っ
て
自
己
負
担

四
入
所
基
準
の
ル
ー
ル
化

在
宅
ケ
ア
・
施
設
ケ
ア
の
利
用
に
際
し
て
は
医
療

担
当
者
を
含
む
委
員
会
が
こ
れ
を
決
定
し
、
そ
の
際

医
師
の
発
行
す
る
証
明
書
の
提
出
を
義
務
づ
け
る
。

入
所
、
退
所
に
際
し
て
の
条
件
の
中
で
は
老
人
の

家
庭
生
活
環
境
は
も
ち
ろ
ん
、
本
人
の
健
康
状
態
か

ら
疾
病
の
治
療
状
況
が
極
め
て
大
き
な
要
因
と
な
る
。

協
議
の
結
果
に
よ
っ
て
は
中
間
施
設
よ
り
一
般
病
院

を
必
要
と
す
る
ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、

医
療
担
当
者
を
含
む
審
議
の
た
め
の
委
員
会
を
編
成

す
べ
き
で
あ
る
。

特
に
今
後
そ
の
利
用
度
を
増
す
と
考
え
ら
れ
る
シ

ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
利
用
は
老
人
の
健
康
状
態
を
よ
く

熟
知
し
て
い
る
か
か
り
つ
け
医
の
説
明
を
必
要
と
す

る
ル
ー
ル
を
規
定
す
べ
き
で
あ
る
。

五
医
療
法
と
の
関
連

い
わ
ゆ
る
「
中
間
施
設
」
に
つ
い
て
は
医
療
法
の

中
で
規
定
し
、
特
に
そ
の
位
置
づ
け
、
機
能
を
明
確



化
す
る
必
要
が
あ
る
。

現
在
、
特
養
老
へ
入
所
を
希
望
す
る
老
人
が
多
い

と
聞
く
。
特
養
老
の
新
設
・
増
設
の
実
現
が
最
も
望

ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
困
難
な
現
状
で

は
、
い
わ
ゆ
る
「
中
間
施
設
」
の
検
討
も
止
む
を
得
な
い
。

先
に
も
述
べ
た
通
り
老
人
の
心
身
特
徴
や
病
態

特
性
を
考
え
る
と
、
特
養
老
部
分
に
病
院
機
能
を
負

荷
し
た
施
設
が
望
ま
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら

い
わ
ゆ
る
「
中
間
施
設
」
は
先
ず
医
療
法
の
中
で
位

置
づ
け
を
明
確
化
し
、
そ
の
機
能
を
規
定
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。

尚
、
施
設
の
整
備
規
準
に
つ
い
て
は
、
税
制
問
題

等
を
考
慮
し
て
老
人
福
祉
法
に
よ
る
規
定
が
望
ま
し
い
。

六
病
院
病
体
の
中
間
施
設
へ
の
転
用
に
つ
い
て

昭
和
五
十
九
年
十
月
の
健
保
本
人
の
一
割
負
担
の

導
入
に
よ
っ
て
、
医
療
費
の
伸
び
は
著
し
く
低
下
し

た
が
、
老
人
医
療
費
は
更
に
増
大
す
る
傾
向
に
あ
り
、

こ
れ
を
如
何
に
圧
縮
す
る
か
が
今
後
行
政
の
課
題
と

な
る
こ
と
は
必
定
で
あ
る
。

従
っ
て
、
現
在
の
よ
う
な
出
来
高
払
い
制
度
で
は
、

到
底
医
療
費
の
圧
縮
は
望
め
な
い
と
し
て
、
今
後
は

い
っ
そ
う
「
ま
る
め
」
が
図
ら
れ
る
も
の
と
思
う
。

そ
の
結
果
、
寝
た
き
り
老
人
、
ボ
ケ
老
人
な
ど
を

現
行
の
特
養
老
或
は
そ
れ
以
下
の
費
用
で
収
容
す
る

施
設
、
即
ち
中
間
施
設
に
老
人
を
収
容
し
、
一
病
息

災
の
概
念
の
定
着
を
図
る
も
の
と
思
う
。

し
か
も
、
最
近
の
患
者
の
病
院
志
向
は
入
院
費
の

膨
大
化
と
な
り
、
こ
の
面
か
ら
も
中
間
施
設
論
の
コ

ン
セ
ン
サ
ス
は
目
下
の
急
務
と
さ
れ
て
い
る
。

従
っ
て
、
今
後
入
院
医
療
費
に
関
し
て
積
極
的
に

圧
縮
策
が
図
ら
れ
る
結
果
、
現
在
の
老
人
病
院
・
中

小
病
院
・
有
床
診
療
所
等
か
ら
中
間
施
設
に
移
行
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
く
る
と
こ
ろ
が
出
て
く
る
こ

と
も
想
像
さ
れ
る
。
政
府
は
大
き
な
財
源
を
必
要
と

す
る
新
規
の
中
間
施
設
建
設
よ
り
、
現
状
の
病
院
病

床
よ
り
中
間
施
設
へ
の
転
用
を
図
る
方
向
で
検
討
を

進
め
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
中
間
施
設
諭
は
深
刻
な
老
齢
社
会
を
目

前
に
、
現
行
の
老
人
諸
施
策
で
は
充
分
に
対
応
で
き

な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
か
ら
生
れ
た
の
で

あ
る
が
、
現
状
は
財
政
的
見
地
か
ら
の
検
討
で
あ
り
、

こ
こ
当
分
の
間
は
財
政
対
策
が
優
先
し
、
残
念
な
が

ら
正
論
は
顧
み
ら
れ
ず
に
施
行
さ
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
心
配
が
あ
る
。

一
般
病
床
か
ら
の
中
間
施
設
へ
の
転
用
は
各
医
療

機
関
の
自
由
選
択
に
任
す
べ
き
で
あ
り
、
法
的
措
置

に
よ
る
急
激
な
変
更
は
、
絶
対
に
避
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
当
面
、
中
間
施
設
の
絶
対
数
確
保
を
一
般

病
床
よ
り
望
む
と
い
う
な
ら
、
先
ず
、
再
編
成
を
目

指
す
国
立
病
院
、
国
立
療
養
所
を
対
象
と
す
べ
き
で

あ
る
。
統
廃
合
の
結
論
を
得
て
い
な
い
現
在
、
格
好

の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
と
考
え
る
。

（
日
本
医
師
会
医
療
シ
ス
テ
ム
研
究
委
員
会
）

（
◎
は
委
員
長
）

◎
佐
野
正
人

藤
咲
遅

饗
庭
昭

飯
塚
弘
志

大
串
良
土

佐
野
和
男
（
S
6
0
．
4
退
任
）

白
男
川
史
朗
軌

範
本
荘
一

田
中
茂

中
村
努

西
祥
太
郎

平
田
敏
夫

藤
岡
義
郎

松
崎
彰
士
（
S
6
0
・
5
退
任
）

渡
辺
武

青
木
重
昭
（
S
6
0
・
6
～
）
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